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総務課 

令和８年４月 
  



１ 定員管理計画の目的 

本町を取り巻く環境は、少子高齢化、人口減少の進行及び地域経済の縮小が大

きく影響し、自主財源が少ない本町の財政は、非常に厳しい状況にあります。 

このような中、限られた財源や資源を活用して、「第６次美浜町長期総合計画」

で定められた美浜町の将来像である『海と緑に彩られた 強く優しく美しいま

ち 美浜町』の実現に向け、効率的な行財政運営等の推進をするためには、今ま

で以上に行政改革等を推進しながら財政基盤の強化を図っていくことが必要と

なります。 

一方で、近年の激甚化する自然災害の対応に加え、高齢化に伴う社会福祉サー

ビスの需要の拡大、子ども・子育て支援の充実など、社会保障分野を中心に業務

量が増加傾向にあると同時に、社会全体のデジタル化やＳＤＧｓといった新し

い時代の流れへの対応など、行政に求められる役割は複雑多様化しています。 

日々変化する社会経済情勢や行政需要に的確に対応するためには、職員一人

ひとりの能力の向上はもとより、その能力を最大限に引き出すことができる、公

私にメリハリのあるワーク・ライフ・バランスに配慮した働き方改革の一層の推

進も必要となります。 

また、地方公務員法の改正により、令和５年度から、職員の定年の段階的な引

き上げが始まり、高年齢期職員の増加や定年退職が２年に一度生じることとな

る等、中期的な定員管理にも大きな影響が見込まれます。 

こうした環境の変化にあっても、計画的な定員管理を進め、多様化・複雑化す

る行政需要に的確に対応し、将来にわたり安定的な行政サービスの提供に繋げ

ていくため、「美浜町職員定員管理計画」を策定するものです。 

  



２ これまでの定員管理の取り組み 

本町のこれまでの取り組みについては、令和３年４月から令和８年３月まで

の５年間を計画期間とした「美浜町定員管理計画」を策定し、業務の見直しによ

る機構改革や指定管理、民間への業務委託などを進め、職員数の適正化を図って

きたところであります。令和８年度における職員数９２人とすることを基本と

して定員管理を行ってまいりましたところ、新たな行政需要や年度の限られた

イベントなどがあったものの、令和８年度職員数９２人は、達成することができ

ました。 

しかしながら、本町の取り巻くさまざまな状況の変化に伴い、新規事業や新た

な働き方などにより、当初の計画における職員数での業務対応が困難となった

ため、新たに「美浜町定員管理計画」を策定し、当初計画の見直しを図ることと

しました。 

 

（１） 定員管理計画の目標職員数と実績（各年４月１日現在） 
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（２）部門別職員数の推移（各年４月１日現在） 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R3 R4 R5 R6 R7

議 会 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0

総務･企画 19 17 21 21 20 21 ▲ 2 4 0 ▲ 1 1

税 務 5 4 4 4 4 5 ▲ 1 0 0 0 1

労 働 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

農林水産 5 5 3 4 4 4 0 ▲ 2 1 0 0

商 工 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

土 木 5 5 6 6 6 6 0 1 0 0 0

小 計 37 34 37 38 37 39 ▲ 3 3 1 ▲ 1 2

民 生 25 26 26 26 14 13 1 0 0 ▲ 12 ▲ 1

衛 生 6 6 6 5 6 6 0 0 ▲ 1 1 0

小 計 31 32 32 31 20 19 1 0 ▲ 1 ▲ 11 ▲ 1

68 66 69 69 57 58 ▲ 2 3 0 ▲ 12 1

11 11 11 11 22 23 0 0 0 11 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 77 80 80 79 81 ▲ 2 3 0 ▲ 1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 ▲ 1

3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 5 5 5 6 5 0 0 0 1 ▲ 1

12 12 12 12 13 11 0 0 0 1 ▲ 2

91 89 92 92 92 92 ▲ 2 3 0 0 0
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（注）「職員数」欄は、各年における定員管理調査において報告した部門別職員である。 

 

（単位：人・％）
年度　

　部門別
一般行政 68 66 69 69 57 58 ▲ 10 （ ▲ 0.15 ）
教　　育 11 11 11 11 22 23 12 （ 1.09 ）

普通会計 79 77 80 80 79 81 2 （ 0.03 ）
公営企業等会計計 12 12 12 12 13 11 ▲ 1 （ ▲ 0.08 ）

総合計 91 89 92 92 92 92 1 （ 0.01 ）

R2 R7
過去6年間の
増減数（率）

R6R5R4R3

 
（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員である。 

  



（３）年齢別職員構成の状況 

年齢別の職員数は、３０歳代後半及び４０歳代後半から５０歳代中頃の職員

が多く、２０歳代前半から３０歳代前半の職員が少ない傾向にあり、職員の年

齢構成として不均衡な状況にあります。 

今後は、年齢構成を考慮した職員採用に努めるとともに、職員の年齢構成を平

準化した定員管理が必要です。 
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３ 定員適正化計画の内容 
（１）基本方針 

簡素で効率的な組織で、最小の経費で最大の効果を上げる行政システムの

確立を目指すため、少数精鋭主義による適正化の推進を図ることを基本方針

とします。 

 

（２）計画の期間 

本計画の期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。 

ただし、社会経済情勢や地方公務員制度、本町の財政事情等、町を取り巻

く環境等に大きな変化が生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。 

 

（３）計画の範囲 

本計画の範囲は、普通会計および公営企業等会計部門の全職員を対象と

します。 

 

（４）適正化の方法 

① 事務事業の見直し 

限られた財源の中で、多様化・複雑化・高度化する行政需要に迅速かつ

的確に対応し、健全な町運営を進めるために、事務事業の見直しによる効

率化をより一層図ります。 

 

② 職員配置の適正化 

多様化する住民ニーズや新たな行政課題に的確に対応するため、組織全

般の総点検を行い、簡素でより効率的な組織を目指すとともに、事務量の

変化に連動した職員配置を行います。 

 

③ 定年延長後を見据えた計画的な職員採用 

定年が６５歳になった後の令和１４年４月の職員数を予想して、職員の

年齢構成の偏在を検証するとともに、事業の継続性や人材育成などの長期

的な視点に立って、計画的な職員採用を実施し、職員数の適正化や年齢構

成の是正に努めます。 

 

④ 人材育成の推進 

研修や自己研鑽を通じて、職員一人ひとりが能力や資質の向上を図ると

ともに、社会経済情勢の変化を見極め、新しい時代の流れに柔軟かつ自律

的に動くことのできる職員の育成を進めます。 

また、職員の能力と業績が適正に評価される人事管理を行うことにより、

組織力が最大限に発揮される体制を整えます。 



 

⑤ 民間委託等の推進 

町民サービスの向上と経費節減を図るため、事務事業の外部委託や公の

施設の管理運営については指定管理者制度を導入するなど民間活力を積極

的に活用します。 

 

⑥ 会計年度任用職員の活用 

非常勤職員及び臨時職員は、法改正に伴い、令和２年度から会計年度任

用職員に移行しました。今後も業務内容全般について精査し、臨時的業務

や専門的知識を要する業務等を洗い出した上で、職務内容、責任の位置づ

け等を考慮し、対応可能な業務については、会計年度任用職員を積極的に

活用するとともに、適正な配置に努めます。 

 

（５）計画の目標 

今後５年間の職員数は、現状維持を前提目標としつつ、定数内での一時的

な増加を許容するものとし、目標数値は、計画期間中の業務量等により、各

年度において若干の増減があるものとします。 

採用については、職員の退職補充を原則としつつも、定年引上げの移行措

置等を勘案し、また、毎年計画的な職員採用を実施するものとして令和１２

年４月１日の職員数を９２人と設定しました。 

 

【年度別目標】 （単位：人）
区　　分 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

退職予定者数 0 0 0 3 0
採用予定者数 1 0 1 1 0
差引 1 0 1 -2 0
職員数 93 93 94 92 92
定年延長対象職員数 3 0 1  


